
■ご請求に必要な医療機関発行の書類

① 60日を超える入院のご請求

診断書（原本またはコピー）の提出が必要です。

②①以外のご請求

診療明細書のコピーでご請求いただけます。
【診療明細書（例）】※名称は医療機関により異なります。（「医療費明細書」等）
　�投薬名や手術名などの治療内容の詳細が記載された医療機関発行の書類で、医療費の
会計時に領収書とともに無料で発行されます。

【入院給付金】【手術給付金】【先進医療給付金】

【通院給付金】
５日以上入院し、退院後に通院をされた場合は、通院状況通知書（当社所定）のみで請求いただ
けます。

【ロボットスーツ歩行運動処置給付金】
入院の日数にかかわらず診療明細書のコピーで請求いただけます。

外来・入院中の手術にかかわらず、簡易な手術についても広くご請求ください。

診療明細書イメージの部品↓
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